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10 月 25 日、内閣府の主導で福井県・京都府・滋賀県が参加する福井エリア地域原子力防災協
議会は、「大飯地域の緊急時対応」※（大飯原発事故時の避難計画。以下「緊急時対応」）をまと
めた。27 日には国の原子力防災会議に報告し、議長の安倍首相が「合理的計画」と発言し了承し
た。しかしその内容は、住民の安全を守るものではなく実効性もない。高浜原発と大飯原発の同
時発災の避難計画は先送りした。「緊急時対応」の新しい内容について、いくつか紹介する（下記
の頁数は「緊急時対応」（全体版）の該当ページ）。 
※大飯地域の緊急時対応 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/genshiryoku_bousai/dai09/siryou1_3.pdf 

 
1．避難経路は重複 → 京都府・滋賀県住民の早期避難は無理 

 「避難計画を案ずる関西連絡会」のカラーリーフで地図等でも示されているように、福井県と
京都府・滋賀県の避難経路は重複している。例えば、福井県若狭町住民が福井県内に避難する場
合も、兵庫県に県外避難する場合も、滋賀県高島市民の経路である国道 303→国道 161と重複し
ている。今回の「緊急時対応」では、この経路が若狭町の正式ルートとなった。若狭町は全町Ｕ
ＰＺのため、最大で 1万 5千人の人々が自家用車で避難する（1台に 3人が同乗しても 5,000台）。
おおい町は「段階的避難のため、福井県民が先に避難する」と公言している。そうなれば、高島
市ＵＰＺ約千名の住民は長時間の屋内退避を強いられ、早期の避難はできない。滋賀県は 11 月 1
日の申入れで「そのような渋滞が生じないよう国と福井県に申し入れた」というが、現実にはこ
れが正式な計画となった。同様のことは、小浜市約 3 万人と、京都府南丹市美山町約 3,400人の
避難経路が重複する等々だ。 
 
2．自然災害と原発事故が重なれば、避難はできない 

 今回の「緊急時対応」では、大雪や土砂災害、熊本地震のような地震を想定した対応を書いて
いる。内閣府は、これを目玉としている。しかし、計画の中身をみれば、甘い想定でむしろ避難
が困難なことが一層明らかになる。  
（1）自然災害で地域が孤立した場合はヘリで避難 → 千名の住民をヘリで避難は無理 

半島や山間部の多い地域で、自然災害で孤立した場合は、ヘリコプターで避難すると明記した。
例えば、おおい町
名田庄地区（ｐ
72）、京都府舞鶴
市・綾部市奥上林
地区（ｐ83）。と
りわけ滋賀県高島
市の場合、ＵＰＺ
全住民 540 名［救
護施設の入所者・
職員を含めれば約
千名］（ｐ89 右
図）をヘリで避難
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させるという想定。私たちはこの地区を戸別訪問したが、山間部の狭い道路しかない地区だ。「緊
急時対応」では、ヘリの準備ができるまで、放射線防護対策もない避難集合場所で屋内退避する
という。千名もの人をヘリで避難させるのに何日かかるというのか。とうてい無理な話だ。防災
訓練でも、悪天候になればヘリは飛ばず、訓練が中止されたことは何度もあった。机上の空論だ。 
 
（2）余震が続く場合は「速やかに避難」→ 道路は地震の被害がないことを前提 

 余震が続き屋内退避が困難な場合には、ＵＰＺ内外の避難先へ「速やかに避難」と明記した（ｐ
91）。これまで内閣府は、複数回の揺れで屋内退避ができなかった熊本地震を踏まえても、屋内
退避を継続するとしていた。市民や自治体から批判が出たため、「速やかに避難」と今回変更。し
かしこれは、道路は地震の被害がないこと等を前提にしており、現実には不可能に近い。自然災
害と原発事故が重なれば避難はできないことを示している。まずは再稼働を止めるしかない。 
 
3．福祉車両の確保 → 14 往復のピストン輸送を前提 

 病院や福祉施設の入所者、在宅の要援護者の避難手段について、「福祉車両の確保」の項目があ
る。今回新たに 3 府県の必要台数等が書かれている（ｐ92～94）。例えば福井県の場合は下記の
ように（92 頁）、車椅子車両の総数（実際に必要な車両台数）は 783 台だが、「必要車両台数」
は 56 台となっている。必要台数がなぜこんなに少ないのか。備考欄には「ピストン輸送（14往
復）を想定」とある。京都府・滋賀県も同様だ。滋賀県に確認したところ、ＵＰＺなので 7日間
での避難を想定したためとのことだった（滋賀県はピストン輸送は行わず、必要な車両を準備す
るとのこと）。 

7日間の内に避難すればいいから一斉避難は必要ないという甘い想定を前提にしたものだ。避
難弱者の避難をないがしろにしている。 

 
4．安定ヨウ素剤 → ＵＰＺに事前配布せず 

 安定ヨウ素剤については、5km 圏内（PAZ）のみ事前配布で、30km圏内は避難集合場所等で
配布するという計画のまま（ｐ132～136）。自然災害で地域が孤立したり、避難時の混乱、服用
は数十 km 離れた場所から医師や職員が来て実施等々を考慮すれば、事前配布しかないにも関わ
らず、計画を変更しようとしない。 
 また「平成 30 年度までに全国に合計 200万丸、31年度までにゼリー剤 15 万包の備蓄を実施」
として、それも配布に使用するという（ｐ136）。福井・関西圏で最も近い備蓄場所は岐阜県だ。
早期服用には程遠く、ポーズに過ぎない。 
事前配布の否定は、福島の子どもたちの甲状腺がん発症から何も学ぼうとしていない。 

 ● カラーリーフを活用してください 大飯原発 3・4 号の再稼働に反対しよう！ 
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